
不登校児童生徒に対する多様な学習機会の確保 
のための経済的支援制度の確立を求める意見書 

 

令和４年度の義務教育段階における不登校児童生徒数は全国で29万9,048人と10

年連続で増加しており、本県においても前年度比519人増の2,073人と大幅に増加し

ている。 

こうした中、学校以外の場において多様な学習活動を提供するいわゆるフリース

クール等の民間施設は、不登校児童生徒にとって社会的自立に向けた学びの場とし

て重要な選択肢の一つとなっている。一方で、フリースクール等を利用するに当たっ

ては、平成27年実施の文部科学省調査によると月額３万３千円程度の利用料が必要

となり、経済的理由から通所を断念する事例も見受けられる。また、施設の設立や

運営に対して経済的支援を行う自治体は一部にとどまっており、多くの施設は厳し

い財政状況に置かれている。 

 よって、国においては、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会

の確保等に関する法律（以下「教育機会確保法」という。）第３条第２号に明記され

ている基本理念にのっとり、自治体の財政状況や家庭の経済力など置かれた環境に

かかわらず、不登校児童生徒の多様な学習機会を確保するため、下記の措置を講じ

られるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 教育機会確保法制定時の衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会の附

帯決議のとおり、不登校児童生徒がフリースクール等の学校以外の場において行

う多様な学習活動に対して、その負担の軽減のための経済的支援の在り方につい

て検討し、その結果に基づき必要な財政措置を講じること。 

２ フリースクール等の民間施設の設立及び運営に対する補助金等の経済的支援制

度を確立すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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